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過去のニュースは 
こちら！↓ 

日本遺産有松「認定継続」！！ 
 

令和元年度に日本遺産に認定されてから 6 年間が経過し、今年度は「総括評価・継続審査」

の対象となりました。令和 7 年 7 月には審査経過が公表され、「再審査」となりましたが、12

月に最終結果が公表され、有松は「認定継続」（期間：令和 7～9 年度）となりました。 
 

 

「有松日本遺産推進協議会」を設立しました！ 
 

日本遺産の再審査においては、「地域・民間事業者・行政が一体的に日本遺産を推進する体制

が不十分」との指摘を受けました。こうした課題に対応し、地域の皆様と一層連携を深めてい

くため、令和 8 年 1 月 29 日に「有松日本遺産推進協議会」を設立しました。 
 

●会 長：中濵 豊  氏（有松まちづくりの会会長） 

●副 会 長：加藤 明美 氏（有松あないびとの会会長） 

●構成団体：以下のとおり 

  有松まちづくりの会、有松あないびとの会、 

有松学区区政協力委員会、有松絞商工協同組合、 

NPO コンソーシアム有松、愛知県絞工業組合、 

有松商工会、有松天満社文嶺講、有松史料調査保存会、有松地域デザイン委員会、 

名古屋市、名古屋市教育委員会、（公財）名古屋観光コンベンションビューロー 

 

今回の審査では、ほかにも様々な課題が指摘されました。協議会の設立を契機として、文化

資源を活かした観光や広報の取組みをこれまで以上に進めていきたいと思いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。 
 

 

・有松の観光に関するデータ（来訪者の属性など）がとれていない。 

・文化資源を観光に活かす取組み（特にインバウンド）が不十分 

・有松地区の情報発信が不十分 など 

【指摘された主な課題】 

町並み保存地区内で工事や看板の設置等をお考えの際、まずはご相談ください 
建築行為等を行う際は、工事着手前に市への許可申請・届出が必要となります。また、市への

許可申請・届出を行う前に「有松町並み相談会」に事前相談（意見交換）を行ってください。 

 事前相談・手続きには時間を要するため、建築行為等をお考えの方は、構想のできるだけ早い

段階で歴史まちづくり推進課にご相談ください。 

▲ 協議会設立総会の様子 



 

 

 

 

 

 

伝建地区・町並み保存地区に関するご意見やご質問は、歴史まちづくり推進課にお寄せください 

名古屋市 観光文化交流局 歴史まちづくり推進課 

TEL：052-972-2782   E-mail：a2782@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp 

 

有松地区古民家利活用事業 住民説明会のお知らせ【事前申込不要】 
 

これまで本市は、「(株)つぎと」と連携協定を締結し、古民家利活用事業を推進してきまし

た。昨年 2 月には、事業を推進するまちづくり会社「有松未来創造(株)」＜通称：アリミラ＞ 

が設立され、検討が進められてきました。このたび、地域の皆様を対象に、有松未来創造(株)

による説明会が開催されることになりました。 
 

日時 / 場所 

① 令和 8 年 2 月 13 日（金）午後 1 時 30 分 ～午後 3 時 （受付：午後 1 時から） 

② 令和 8 年 2 月 14 日（土）午後 6 時 30 分 ～ 午後 8 時 （受付：午後 6 時から） 

※場所はいずれも、有松コミュニティセンター（緑区有松３０５２） 
 

内容 

「有松未来創造(株)」、古民家利活用事業について 
 

主催（問合せ） 

有松未来創造株式会社（担当：近藤）TEL：080-1602-2124 メール：y.kondo@tsugito.co.jp 
 

参加方法 

事前申し込み等は不要  ※当日、直接会場へお越しください。（椅子は 30 名分のみ） 

日本遺産に関する勉強会のお知らせ【事前申込不要】 
 

日本遺産の趣旨や目的、優れた事例などについて学ぶため、複数回にわたって勉強会を開

催します。第１回のゲストは、岐阜市で地域連携 DMO として活躍する NPO 法人 ORGAN

理事長の蒲勇介さんです。 
 

日時 / 場所 

令和 8 年 2 月 25 日（水）午後 6 時 00 分～ / 有松・鳴海絞会館 2 階大会議室 
 

 

講 師 

NPO 法人 ORGAN（地域連携 DMO） 理事長 蒲 勇介 氏（岐阜市） 

ファシリテーター/デザイナー/プロデューサー 

フリーペーパー「ORGAN」の取材中に出会った岐阜の伝統工芸品 

「水うちわ」の再生をきっかけに、長良川流域のつながりの中に 

エリアのアイデンティティを見出し、流域をつなぐ観光まちづくりに取り組む 
 

内 容 

日本遺産「信長公のおもてなしが息づく戦国城下町・岐阜」や長良川流域の文化資源を活か

した取組み（ツアーや体験プログラム、伝統産業の取り組みなど） 
 

参加方法 

事前申し込み等は不要  ※当日、直接会場へお越しください。 


